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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
号

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
三
条
第
四
項
、

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
補

助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
及
び
地
方
厚
生
局
長
及
び
四
国
厚
生
支
局
長
が
行
う
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
七
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
基
準
及
び
地
方
厚
生
局
長
及
び
四
国
厚
生
支
局
長
が
行
う
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示

（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
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定
め
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

地
方
公
共
団
体
、
社
会
福
祉
法
人
、
医
療
法
人
、
公
益
社
団
法
人
、
公
益

一

地
方
公
共
団
体
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
の
法
人
又
は
被
害
者
（
配
偶
者

財
団
法
人
、
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年

（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た

法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
相
手
か
ら

特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ
の
他
の
法
人
又
は
被
害
者
（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力

の
暴
力
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
保
護
の
実
施
に
関
し
相
当

の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十

の
活
動
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

一
号
）
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
相
手
か
ら
の
暴
力
を
受

け
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す

る
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
（
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
そ
の
家
族

を
同
伴
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
及
び
そ
の
同

伴
す
る
家
族
。
以
下
同
じ
。
）
の
保
護
の
実
施
に
係
る
活
動
実
績
を
三
年
以

上
有
し
、
か
つ
、
宿
泊
を
伴
う
被
害
者
若
し
く
は
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女

性
の
保
護
の
実
施
に
係
る
活
動
実
績
を
一
年
以
上
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

次
に
掲
げ
る
運
営
が
可
能
な
体
制
に
あ
る
こ
と
。

三

次
に
掲
げ
る
運
営
が
可
能
な
体
制
に
あ
る
こ
と
。

イ

宿
泊
を
伴
う
保
護
を
行
う
こ
と
。

イ

入
所
者
を
二
週
間
以
上
継
続
し
て
入
所
さ
せ
る
こ
と
。

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）
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（
地
方
厚
生
局
長
及
び
四
国
厚
生
支
局
長
が
行
う
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
厚
生
局
長
及
び
四
国
厚
生
支
局
長
が
行
う
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
二
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

補

助

金

等

の

名

称

地
方
厚
生
局
及
び
四
国
厚
生
支
局

補

助

金

等

の

名

称

地
方
厚
生
局
及
び
四
国
厚
生
支
局

が
行
う
事
務
の
内
容

が
行
う
事
務
の
内
容

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
項
）

生
活
保
護
等
対
策
費

（
項
）

生
活
保
護
等
対
策
費

（
目
）

女
性
自
立
支
援
事
業
費

（
目
）

婦
人
保
護
事
業
費
補
助

補
助
金

金

（
目
）

女
性
保
護
事
業
費
負
担

（
目
）

婦
人
保
護
事
業
費
負
担

金

金

（
目
）

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ

（
目
）

婦
人
相
談
所
運
営
費
負

ー
運
営
費
負
担
金

担
金
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附

則

（
適
用
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
四
項
の
規
定

に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
以
後
に
行
わ
れ
る
一
時
保
護
の
委
託
（
配
偶

者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
の
委
託
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
一
時
保
護
の
委
託
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
厚
生
局
長
及
び
四
国
厚
生
支
局
長
が
行
う
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
規
定

は
、
令
和
六
年
度
以
降
の
予
算
に
よ
り
支
出
さ
れ
る
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
以

前
の
予
算
に
よ
り
支
出
さ
れ
た
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


